
漁具・漁法 期間等 補助員

刺網
8⽉1⽇から12⽉31⽇まで。ただし始期を変更
することがある。

2名

狩刺網
8⽉1⽇から10⽉14⽇まで。ただし始期を変更
することがある。

2名

投網

7⽉1⽇から11⽉30⽇まで。岡⼭市北区建部町
旭川ダム第1堰堤上流端から上流真庭市草加部
⿊尾堰まで及び真庭市⼀⾊美川橋下流端までの
区域（第6条に規定する禁⽌区域を除く。）
は、7⽉1⽇から翌年2⽉末⽇まで。ただし始期
を変更することがある。

1名

鰻籠づけ 6⽉1⽇から11⽉30⽇まで。 なし

待網（待川）・たも網・掬網 8⽉1⽇から11⽉30⽇まで。 なし

視⽔器
7⽉1⽇から11⽉30⽇までで、⽇の出から⽇没
までの間に限る。ただし始期を変更することが
ある。

なし

夜ぼり（点⽕ほこ突）
7⽉1⽇から11⽉30⽇まで。始期を変更するこ
とがある。

なし


